
議案第 48号  

 

 

   西脇市立学校条例の一部を改正する条例の制定について  

 

 

 西脇市立学校条例の一部を改正する条例を次のように定める。  

 

 

  令和４年８月 30日  

 

 

                 西脇市長  片  山  象  三    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   （理  由）  

 令和５年３月 31日をもって、西脇市立しばざくら幼稚園を閉園する

ため。   



 
 

 
西

脇
市

立
学

校
条

例
の

一
部

を
改

正
す

る
条

例
 

   
西

脇
市

立
学

校
条

例
（

平
成

1
7
年

西
脇

市
条

例
第

 
1
4
9
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

  
次

の
表

の
改

正
前

の
欄

に
掲

げ
る

規
定

を
同

表
の

改
正

後
の

欄
に

掲
げ

る
規

定
に

、
下

線
で

示
す

よ
う

に
改

正
す

る
。

 

改
 

 
 

 
 

正
 

 
 

 
 

後
 

改
 

 
 

 
 

正
 

 
 

 
 

前
 

  
（
設
置
）
 

第
１
条
 
本
市
は
、
学
校
教
育
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
26
号
）
第
２
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
同
法
第
１
条
に
定
め
る
小
学
校
及
び
中
学
校
（
以
下
「
学
校
」
と
い
う
。
）
を
設
置
す

る
。
 

 別
表
（
第
２
条
関
係
）
 

学
校
の
種
類

名
称
 

位
置

（
略
）

（
削
る
）

  

 
（
設
置
）
 

第
１
条
 
本
市
は
、
学
校
教
育
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
26
号
）
第
２
条
第
１
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
同
法
第
１
条
に
定
め
る
小
学
校
、
中
学
校
及
び
幼
稚
園
（
以
下
「
学
校
」
と
い
う
。
）

を
設
置
す
る
。
 

 別
表
（
第
２
条
関
係
）
 

学
校
の
種
類

名
称

位
置
 

（
略
）

幼
稚
園
 

西
脇
市
立
し
ば
ざ
く
ら
幼
稚
園

西
脇
市
和
田
町

68
8番

地
の
47
 

  
 

 
附

 
則

 

（
施

行
期

日
）

 

１
 

こ
の

条
例

は
、

令
和

５
年

４
月

１
日

か
ら

施
行

す
る

。
 

 
（

西
脇

市
立

幼
稚

園
保

育
料

徴
収

条
例

の
廃

止
）

 

２
 

西
脇

市
立

幼
稚

園
保

育
料

徴
収

条
例

（
平

成
2
7
年

西
脇

市
条

例
第

2
3
号

）
は

、
廃

止
す

る
。

 

 
（

西
脇

市
職

員
定

数
条

例
の

一
部

改
正

）
 

３
 

西
脇

市
職

員
定

数
条

例
（

平
成

1
7
年

西
脇

市
条

例
第

3
0
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

 
 

次
の

表
の

改
正

前
の

欄
に

掲
げ

る
規

定
を

同
表

の
改

正
後

の
欄

に
掲

げ
る

規
定

に
、

下
線

で
示

す
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

改
 

 
 

 
 

正
 

 
 

 
 

後
 

改
 

 
 

 
 

正
 

 
 

 
 

前
 

  
（
定
義
）
 

第
１
条
 
こ
の
条
例
に
お
い
て
「
職
員
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
各
事
務
部
局
又
は
機
関
に
常
時

勤
務
す
る
者
を
い
う
。
た
だ
し
、
市
長
、
副
市
長
及
び
教
育
長
並
び
に
臨
時
的
に
任
用
さ
れ

る
者
を
除
く
。
 

 
⑴
 
（
略
）
 

 
⑵
 
教
育
委
員
会
の
事
務
部
局
及
び
教
育
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
学
校
そ
の
他
の
教
育
機

関
の
事
務
部
局
 

 

 
（
定
義
）
 

第
１
条
 
こ
の
条
例
に
お
い
て
「
職
員
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
各
事
務
部
局
又
は
機
関
に
常
時

勤
務
す
る
者
を
い
う
。
た
だ
し
、
市
長
、
副
市
長
及
び
教
育
長
並
び
に
臨
時
的
に
任
用
さ
れ

る
者
を
除
く
。
 

 
⑴
 
（
略
）
 

 
⑵
 
教
育
委
員
会
の
事
務
部
局
及
び
教
育
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
学
校
、
幼
稚
園
そ
の
他

の
教
育
機
関
の
事
務
部
局
 

 



  
⑶
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

 
（
定
数
）
 

第
２
条
 
職
員
の
定
数
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。
 

 
⑴
～
⑹
 
（
略
）
 

 
⑺
 
教
育
委
員
会
の
事
務
部
局
及
び
教
育
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
学
校
そ
の
他
の
教
育
機

関
の
事
務
部
局
の
職
員
 
70
人
 

 
⑻
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

 

 
⑶
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

 
（
定
数
）
 

第
２
条
 
職
員
の
定
数
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。
 

 
⑴
～
⑹
 
（
略
）
 

 
⑺
 
教
育
委
員
会
の
事
務
部
局
及
び
教
育
委
員
会
の
所
管
に
属
す
る
学
校
、
幼
稚
園
そ
の
他

の
教
育
機
関
の
事
務
部
局
の
職
員
 
70
人
 

 
⑻
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

 

 
（

西
脇

市
立

学
校

施
設

目
的

外
利

用
条

例
の

一
部

改
正

）
 

４
 

西
脇

市
立

学
校

施
設

目
的

外
利

用
条

例
（

平
成

1
7
年

西
脇

市
条

例
第

 
1
5
0
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

 
 

次
の

表
の

改
正

前
の

欄
に

掲
げ

る
規

定
を

同
表

の
改

正
後

の
欄

に
掲

げ
る

規
定

に
、

下
線

で
示

す
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

改
 

 
 

 
 

正
 

 
 

 
 

後
 

改
 

 
 

 
 

正
 

 
 

 
 

前
 

  
（
利
用
許
可
）
 

第
４
条
 
学
校
施
設
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
「
利
用
者
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
校

長
の
承
認
を
得
て
、
教
育
委
員
会
に
申
請
し
、
教
育
委
員
会
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
校
庭
の
利
用
に
つ
い
て
は
、
教
育
委
員
会
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

当
該
校
長
に
専
決
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 
（
利
用
許
可
の
取
消
し
等
）
 

第
10
条
 
教
育
委
員
会
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
利
用
の
許
可
を
取

り
消
し
、
又
は
利
用
を
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 
⑴
・
⑵
 
（
略
）
 

 
⑶
 
こ
の
条
例
又
は
教
育
委
員
会
若
し
く
は
校
長
の
指
示
に
違
反
し
た
と
き
。
 

 
⑷
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

 

 
（
利
用
許
可
）
 

第
４
条
 
学
校
施
設
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
者
（
以
下
「
利
用
者
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
校

園
長
の
承
認
を
得
て
、
教
育
委
員
会
に
申
請
し
、
教
育
委
員
会
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
た
だ
し
、
校
庭
の
利
用
に
つ
い
て
は
、
教
育
委
員
会
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
当
該
校
園
長
に
専
決
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 
（
利
用
許
可
の
取
消
し
等
）
 

第
10
条
 
教
育
委
員
会
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
利
用
の
許
可
を
取
 

り
消
し
、
又
は
利
用
を
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 
⑴
・
⑵
 
（
略
）
 

 
⑶
 
こ
の
条
例
又
は
教
育
委
員
会
若
し
く
は
校
園
長
の
指
示
に
違
反
し
た
と
き
。
 

 
⑷
 
（
略
）
 

２
 
（
略
）
 

 

 
（

西
脇

市
子

ど
も

・
子

育
て

会
議

条
例

の
一

部
改

正
）

 

５
 

西
脇

市
子

ど
も

・
子

育
て

会
議

条
例

（
平

成
2
5
年

西
脇

市
条

例
第

2
7
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

 
 

次
の

表
の

改
正

前
の

欄
に

掲
げ

る
規

定
を

同
表

の
改

正
後

の
欄

に
掲

げ
る

規
定

に
、

下
線

で
示

す
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

改
 

 
 

 
 

正
 

 
 

 
 

後
 

改
 

 
 

 
 

正
 

 
 

 
 

前
 

  
（
委
員
及
び
専
門
委
員
）
 

第
３
条
 
委
員
は
、
次
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
か
ら
、
市
長
が
委
嘱
す
る
。
 

 
⑴
～
⑺
 
（
略
）
 

２
・
３
 
（
略
）
 

４
 
専
門
委
員
は
、
専
門
の
事
項
に
関
し
十
分
な
知
識
又
は
経
験
を
有
す
る
者
の
う
ち
か
ら
、

市
長
が
委
嘱
す
る
。
 

 

 
（
委
員
及
び
専
門
委
員
）
 

第
３
条
 
委
員
は
、
次
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
か
ら
市
長
が
任
命
し
、
又
は
委
嘱
す
る
。
 

 
⑴
～
⑺
 
（
略
）
 

２
・
３
 
（
略
）
 

４
 
専
門
委
員
は
、
専
門
の
事
項
に
関
し
十
分
な
知
識
又
は
経
験
を
有
す
る
者
の
う
ち
か
ら
、

市
長
が
任
命
し
、
又
は
委
嘱
す
る
。
 

 



 ５
 
専
門
委
員
は
、
当
該
専
門
の
事
項
の
調
査
が
終
了
し
た
と
き
は
、
解
嘱
さ
れ
る
も
の
と
す

 
る
。
 

 

５
 
専
門
委
員
は
、
当
該
専
門
の
事
項
の
調
査
が
終
了
し
た
と
き
は
、
解
任
さ
れ
、
又
は
解
嘱
 

 
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。
 

 

（
西

脇
市

こ
ど

も
プ

ラ
ザ

運
営

委
員

会
条

例
の

一
部

改
正

）
 

６
 

西
脇

市
こ

ど
も

プ
ラ

ザ
運

営
委

員
会

条
例

（
平

成
2
8
年

西
脇

市
条

例
第

５
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

 
 

次
の

表
の

改
正

前
の

欄
に

掲
げ

る
規

定
を

同
表

の
改

正
後

の
欄

に
掲

げ
る

規
定

に
、

下
線

で
示

す
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

改
 

 
 

 
 

正
 

 
 

 
 

後
 

改
 

 
 

 
 

正
 

 
 

 
 

前
 

  
（
委
員
）
 

第
４
条
 
委
員
は
、
次
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
か
ら
、
市
長
が
委
嘱
す
る
。
 

 
⑴
～
⑸
 
（
略
）
 

 

 
（
委
員
）
 

第
４
条
 
委
員
は
、
次
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
か
ら
、
市
長
が
任
命
し
、
又
は
委
嘱
す
る
。
 

 
⑴
～
⑸
 
（
略
）
 

 

 
（

西
脇

市
教

育
振

興
基

本
計

画
策

定
会

議
条

例
の

一
部

改
正

）
 

７
 

西
脇

市
教

育
振

興
基

本
計

画
策

定
会

議
条

例
（

平
成

3
0
年

西
脇

市
条

例
第

４
号

）
の

一
部

を
次

の
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

 
 

次
の

表
の

改
正

前
の

欄
に

掲
げ

る
規

定
を

同
表

の
改

正
後

の
欄

に
掲

げ
る

規
定

に
、

下
線

で
示

す
よ

う
に

改
正

す
る

。
 

改
 

 
 

 
 

正
 

 
 

 
 

後
 

改
 

 
 

 
 

正
 

 
 

 
 

前
 

  
（
委
員
）
 

第
４
条
 
委
員
は
、
次
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
か
ら
、
必
要
の
都
度
、
教
育
委
員
会
が
委
嘱
す
る
。

  
⑴
～
⑸
 
（
略
）
 

２
 
委
員
は
、
当
該
諮
問
に
係
る
審
議
が
終
了
し
た
と
き
は
、
解
嘱
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。
 

 

 
（
委
員
）
 

第
４
条
 
委
員
は
、
次
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
か
ら
、
必
要
の
都
度
、
教
育
委
員
会
が
任
命
し
、

又
は
委
嘱
す
る
。
 

 
⑴
～
⑸
 
（
略
）
 

２
 
委
員
は
、
当
該
諮
問
に
係
る
審
議
が
終
了
し
た
と
き
は
、
解
任
し
、
又
は
解
嘱
さ
れ
る
も

の
と
す
る
。
 

 

  


